
防衛庁訓令第７５号

警務手帳に関する訓令を次のように定める。

昭和３０年１２月５日

防衛庁長官 船 田 中

警 務 手 帳 に 関 す る 訓 令

改正

昭和３６年１０月１６日庁訓第 ６２号

昭和３７年 １月１２日庁訓第 ２号

昭和３７年 ５月 １日庁訓第 ３１号

昭和４８年 ３月２７日庁訓第 １０号

昭和４９年 ４月１１日庁訓第 ２７号

昭和５２年１０月 ６日庁訓第 ３４号

昭和５４年１２月１８日庁訓第 ３８号

平成 元年 ３月 ４日庁訓第 ６号

平成 ８年 ３月２５日庁訓第 １６号

平成１１年 ３月１９日庁訓第 ８号

平成１３年 ３月２６日庁訓第 ２４号

平成１９年 １月 ５日庁訓第 １号

平成１９年１１月１９日省訓第１６３号

平成２０年 ３月２５日省訓第 １２号

平成３０年 ３月２６日省訓第 １５号

（目的）

第１条 この訓令は、警務官及び警務官補（以下「警務官等」という。）が司法警察

職員としての職務を行うに当りその身分を示す証票（以下「警務手帳」という。）

について規定することを目的とする。

（警務手帳の携行及び呈示）

第２条 警務官等は、その職務を行うに当つては、常に警務手帳を携行し、警務官

等であることを示す必要がある場合には、証票及び司法警察職員章を呈示しなけ

ればならない。



（警務手帳の制式）

第３条 警務手帳の制式は、次のとおりとし、その形状は、別図のとおりとする。

(1) 本体（証票及び司法警察職員章以外の部分をいう。以下同じ。）は、黒色革製

二つ折とし、黒色のひもを付ける。

(2) 証票入れは、無色透明プラスチック製とし、証票に表示された事項を外側か

ら確認できるものとする。

(3) 証票は、薄黄色の紙製とし、写真（自衛官服装規則（昭和３２年防衛庁訓令

第４号）別表第１から別表第６までに定める「常装」「冬服」を着用した脱帽上

半身のもの）をはり付け、それに陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監

部の印を浮き出しにして契印し、その下段に警務手帳の交付者の職印を押す。

(4) 司法警察職員章は、金属製とし、桜花、月桂樹の葉及び文字の台地を銀色、「司

法警察職員」、「防衛省」及び「ＪＵＤＩＣＩＡＬ ＰＯＬＩＣＥ ＯＦＦＩＣ

ＩＡＬ」の文字を黒色、その他の部分を金色で表示する。

（警務手帳の交付）

第４条 警務手帳は、陸上自衛官である警務官等に対しては陸上幕僚長が、海上自

衛官である警務官等に対しては海上幕僚長が、航空自衛官である警務官等に対し

ては航空幕僚長がそれぞれ交付する。

２ 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長（以下「幕僚長」という。）は、それぞ

れ別記様式による警務手帳交付台帳を備え、警務手帳の交付及び返納の状況を明

らかにしておかなければならない。

（警務手帳の取扱）

第５条 警務手帳は、慎重に取り扱い、紛失することのないように特に留意しなけ

ればならない。

２ 警務手帳は、他人に貸与してはならない。

（警務手帳の紛失）

第６条 警務官等は、警務手帳を紛失した場合には、遅滞なく、警務手帳の証票番

号及び交付年月日並びにその紛失の日時、場所及び事由をそれぞれ幕僚長に報告

しなければならない。

２ 幕僚長は、警務手帳を紛失した者があつた場合には、その再交付をするに先立

ち、直ちに紛失した警務手帳を無効にする旨を部内及び関係部隊に公告するとと

もに、必要があるときは都道府県警察その他の関係機関に連絡しなければならな

い。

（警務手帳の交換）

第７条 幕僚長は、警務手帳の本体、証票又は司法警察職員章が破損又は汚損して

使用にたえなくなつた場合には、これの返納を命じ、新たに本体、証票又は司法

警察職員章を交付しなければならない。



２ 幕僚長は、警務官等が昇任した場合は、証票の返納を命じ、新たに証票を交付

しなければならない。

（警務手帳の検閲）

第８条 幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、師団長、旅団長、小平学校長、警務

隊長、警務隊司令、航空警務隊司令、中央警務隊長、方面警務隊長、地区警務隊

長、地方警務隊長、警務分遣隊長又は保安警務中隊長は、随時警務手帳の検閲を

行わなければならない。

（警務手帳の返納）

第９条 警務官等は、警務官等を免ぜられたときは、直ちに警務手帳を幕僚長に返

納しなければならない。

（委任規定）

第１０条 警務手帳の交付及び返納手続、保存その他この訓令の実施に関し必要な

事項は、幕僚長が定める。

附 則

１ この訓令は、昭和３０年１２月５日から施行する。

２ 警務手帳に関する訓令（昭和２８年保安庁訓令第１３号）は、廃止する。

附 則（昭和３６年１０月１６日庁訓第６２号）

１ この訓令は、昭和３７年１月１８日から施行する。

２ この訓令の施行の日から自衛隊法の一部を改正する法律（昭和３６年法律第１

２６号）附則第１項の提出までの間は、同法附則第２項前段の規定によりなお存

続する管区隊又は混成団については、この訓令による改正前の防衛庁訓令（第１

条に規定する訓令を除く。）の規定は、なおその効力を有する。

附 則（昭和３７年１月１２日庁訓第２号）

この訓令は、昭和３７年１月１８日から施行する。

附 則（昭和３７年５月１日庁訓第３１号）

この訓令は、昭和３７年５月１日から施行する。

附 則（昭和４８年３月２７日庁訓第１０号）

この訓令は、昭和４８年３月２７日から施行する。

附 則（昭和４９年４月１１日庁訓第２７号）

この訓令は、昭和４９年４月１１日から施行する。

附 則（昭和５２年１０月６日庁訓第３４号）

この訓令は、昭和５２年１０月６日から施行する。

附 則（昭和５４年１２月１８日庁訓第３８号）

この訓令は、昭和５４年１２月１８日から施行する。

附 則（平成元年３月４日庁訓第６号）（抄）



１ この訓令は、平成元年３月４日から施行する。

４ この訓令の施行前に警務手帳に関する訓令第４条第１項の規定により交付され

た警務手帳の形状については、改定後の警務手帳の形状にかかわらず、この訓令

の施行日以後においても、なお従前の例によるものとする。

５ この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを

修正した上使用することができる。

附 則（平成８年３月２５日庁訓第１６号）

この訓令は、平成８年３月２９日から施行する。

附 則（平成１１年３月１９日庁訓第８号）

この訓令は、平成１１年３月２９日から施行する。

附 則（平成１３年３月２６日庁訓第２４号）（抄）

１ この訓令は、平成１３年３月２７日から施行する。

附 則（平成１９年１１月１９日省訓第１６３号）

１ この訓令は、平成１９年１１月１９日から施行する。

２ この訓令の施行の日前に警務手帳に関する訓令第４条第１項の規定により交付

された警務手帳については、この訓令による改正後の警務手帳の制式にかかわら

ず、この訓令の施行の日以後においてもなお従前の例により使用することができ

る。

附 則（平成２０年３月２５日省訓第１２号）（抄）

（施行期日）

１ この訓令は、平成２０年３月２６日から施行する。ただし、次に掲げる改正規

定については、平成２０年７月１日から施行する。

(1)～(3) （略）

附 則（平成３０年３月２６日省訓第１５号）（抄）

（施行期日）

１ この訓令は、平成３０年３月２７日から施行する。



別図（第３条関係）
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司法警察職員章

別記様式（第４条関係）

手帳番号 所 属 階級・氏名 認 番 交付年月日 返納年月日 備 考


